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件    名 

 

 
主 管 

発議第１号 

発議第２号 
 
発議第３号 
 

那須塩原市議会委員会条例の一部改正について 

那須塩原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について 

那須塩原市議会取組実行計画について 

議会事務局 

議会事務局 
 
議会事務局 



 発議　第１号 

 那須塩原市議会委員会条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　３月１５日提出 

 議会運営委員長　中里　康寛 

 那須塩原市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市議会委員会条例（平成１７年那須塩原市条例第２０３号）の一部を次 

 のように改正する。 

 第２条第１号中「、固定資産評価審査委員会、西那須野支所及び塩原支所」を 

 「及び固定資産評価審査委員会」に改め、同条第３号中「気候変動対策局」を「環 

 境戦略部」に改める。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 那須塩原市議会委員会条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

 改　　　　正　　　　案  現　　　　　　　　　行 

 （常任委員会の名称、委員定数及びその所管）  （常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

 第２条　常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。  第２条　常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 

 ⑴　総務企画常任委員会　９人　企画部、総務部、会計課、議会事務 

 局、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会  及び固定資産評価審査委 

 員会＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  の所管に属する事項並びに他の所管に 

 属しない事項 

 ⑴　総務企画常任委員会　９人　企画部、総務部、会計課、議会事務 

 局、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会  、固定資産評価審査委員 

 会、西那須野支所及び塩原支所  の所管に属する事項並びに他の所管に 

 属しない事項 

 ⑵　（略）  ⑵　（略） 

 　⑶　建設経済常任委員会　８人　市民生活部、  環境戦略部＿＿  、産業　 

 観光部、建設部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項 

 　⑶　建設経済常任委員会　８人　市民生活部、  気候変動対策局  、産業　 

 観光部、建設部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項 

 　⑷　（略）  　⑷　（略） 



 発議　第２号 

 那須塩原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に 

 ついて 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　３月１５日提出 

 議会運営委員長　中里　康寛 

 那須塩原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正 

 する条例 

 　那須塩原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年那須 

 塩原市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 　第４条第１項中ただし書を削る。 

 　同条第２項及び第３項を次のように改める。 

 ２　議長、副議長及び議員が内国旅行をしたときの旅費は、那須塩原市職員等の旅 

 費に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第５４号。次項において「旅費条 

 例」という。）の適用を受ける職員の例による。ただし、那須塩原市内の旅行の 

 場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない。 

 ３　議長、副議長及び議員が公務のため外国旅行をしたときの旅費は、那須塩原市 

 長等の給与及び旅費に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第４７号）の適用 

 を受ける市長等の例による。 

 別表を削る。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 那須塩原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

 改　　　　正　　　　案  現　　　　　　　　　行 

 （費用弁償）  （費用弁償） 

 第４条　議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償と 

 して旅費を支給する。 

 第４条　議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償と 

 して旅費を支給する。  ただし、市内旅行における旅費のうち、車賃及び 

 鉄道賃については支給しない。 

 ２　  議長、副議長及び議員が内国旅行をしたときの旅費は、那須塩原市職 

 員等の旅費に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第５４号。次項に 

 おいて「旅費条例」という。）の適用を受ける職員の例による。ただ 

 し、那須塩原市内の旅行の場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない  。 

 ２　  前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。 

 ３　  議長、副議長及び議員が公務のため外国旅行をしたときの旅費は、那 

 須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例（平成１７年那須塩原市条例 

 第４７号）の適用を受ける市長等の例による。 

 ３　  前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費につ 

 いては、一般職の職員に支給する旅費の例による。 

 　削除  別表（第４条関係） 

 種類  支給額等 

 鉄道賃、船賃、航空賃、 

 車賃、宿泊料及び食事料 

 那須塩原市職員等の旅費に関する条例 

 （平成１７年那須塩原市条例第５４ 

 号）第１２条から第１７条までの規定 

 を準用する。 



発議 第３号 

 

 

   那須塩原市議会取組実行計画について 

 

 那須塩原市議会取組実行計画について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１０９条第６項及び那須塩原市議会会議規則（平成１７年那須塩原市議会規則第

１号）第１４条第２項の規定により、別冊のとおり提出する。 

 

令和 ６年 ３月１５日提出 

 

      那須塩原市議会運営委員長 中里 康寛 

 

 

 


